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ス ズ キ 車 を お 買 い あ げ い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。

安 全 ・快 適 に ご使 用 いた だ く た め に は 、 常 日頃 か ら

お 車 の健 康 管 理(点 検 整 備)は か か せ ま せ ん 。

本 書 を よ く お読 み い た だ き 、 十 分 ご活 用 く だ さ い 。

個 人ll青報 の取扱 い につ いて

このメンテナンスノー トにより、また今後のアフター一サービス(点 検、整備等)の ご提供 に際

して、スズキ販売店が取得するお客様の住所、氏名、車両情報、点検 ・整備記録等の個人情報

(以下、個人情報 といいます。)に つきま しては、下記の目的に使用させていただきます。

また、お客様の個人情報は、下記の目的の範囲内において、スズキ株式会社(所 在地:静 岡県

浜松市南区高塚町300番 地)並 びにその代理店及び他のスズキ販売店に提供 させていただきます。

(1)リ コール、改.善対策、サービスキャンペーン、定期点検、車検及び保険満了期のご案内

等を提供するため、郵便、電話、電子 メール等の方法によりお知 らせすること。

(2)ス ズキ販売店において取 り扱 う商品 ・サービス等あるいは各種 イベ ント・キャンペーン

等の開催 について、郵便、電話、電子 メール等の方法によりご案内すること。

(3)商 品 開発 あるいは顧客満足度向 ヒ策検討のため、アンケー ト調査を実施すること。

〔4)当 社において取 り扱 う商品に関連するサービスの向上及びサービスに関連する情報の集

計 ・分析 をすること。

(5)ワ 信判断及び与信管理を行うこと。

(6)そ の他、お客様が別途同意された利用 目的のために利用すること。

● お車を譲渡するときは、このメンテナンスノー トも一緒にお渡しください。



保証書登録票

この車を譲り受けられたお客様へ 車両受領書 ・保証書受領書
保 証 期 間 が 残 って い る 車 をお 買 い あ げ の 際 は 、 も よ りの ス ズキ ● 保証書 に記載 された内容 を了承 し、保証書 を受げ取 りました.

販 売 店 へ お 車 と この メ ンテ ナ ン ス ノー トを お持 ちに な:)、 必 要 ● 外観、装備その他に不備、異常がないこ とを確認 して車 を受げ取1岐 ㌧た。

な 点 検(有 料1と 必 要 事項 の 記 入 、 捺 印 を受 げ て くだ さい 、、 ● 個紺 青報の取扱 いに同意 します,

.∫りがな5り こ∫ぢ
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保 証 書

1.保 証 の内容 、期 間

(1)保 証の内容

あなたのお車を構成する純正部品に材料 または製造上の不具合が

発生した場合、この保証書に示す期間と条件に従ってこれを無料で

修理いたします。

(以下、この修理を保証修理といいます。)

保証修理は部品の交換あるいは補修により行い、交換 した部品は

弊社の所有とな ります。

(2)保証期間および保証対象部品

2.保証を適用 しない事項

(1)次に示すもの

① 機能上影響がないと認められる感覚的現象。

(音、振動、オイルのにじみなど)

② 使用損耗および時の経過による変化で発生 した不具合。

(塗装面、メッキ面、樹脂部品等の自然退色劣化等〉

③ 通常の注意で発見できたにもかかわらず、放置 したことにより

拡大した不具合。

保証期間 保証対象部品

下記の場合を除く全部品

新車を登録した日 ・1項(3)号 の 「別扱いの保証」に該当す

から2年間 る部品
・2項 に示す 「保証を適用 しない事項」に

該当した場合

※構内専用車などの登録 しない自動車については、前表中の 「新

車を登録 した日」を 「新車 を納入 した日」に読み替えるものと

します。

(2)次に示す事項に起因する不具合

(3)別扱いの保証

次 に示す部品は、この保証書 とは別にそれぞれの部品メーカーが

定めた保証基準に従って保証 されます。

お買いあげのスズキ販売店にご相談 ください。

・タイヤ、チューブ、バッテリ

・スズキ販売店で取付けた部品

①3項 「お客様にお守 りいただく事項」を守らなかった場合。

② 法令および弊社が指定する定期点検整備を実施 しなかった場合。

③ 保守、整備の不備または間違い。

④ 取扱説明書などに示す取扱い方法 と異 なる使用および仕様の

限度を超える使用。(定 員、積載量、エンジン回転、速度など)

⑤ 純正部品および取扱説明書に指定する油脂類(オ イル、クーラ

ントなど)以 外の使用。

⑥ メンテナンスノー トに示す定期交換部品を指定どお り交換しな

かった場合。

⑦ 一般に車が走行 しない場所あるいは特殊 な使用状態での使用

およびレース、ラリーなどによる酷使。

⑧ 法令あるいは弊社が認めていない改造。(エ ンジンチューン

アップ、車高の変更、灯火類の変更、タイヤの仕様変更など)

⑨ ばい煙、薬品、鳥ふん、塩分、酸性雨、飛石、金属粉 などの

外部要因。

⑩ 台風、水害、地震などの天災ならびに事故、火災。



(3)次 に示す費用は負担いたしません。

① 消耗部品および油脂類などの交換、補充の費用。

② 点検、調整、給油、清掃作業などに要 した費用。

③ 法令および弊社が指定する定期点検整備の費用。

④ 弊社が指定する定期交換部晶の交換費用。

⑤ スズキ販売店以外で行われた修理の費用。

⑥ 保証修理に伴う付随的費用およびお車を使用できなかったこと

による損失ならびに本保証書の示す条件以外の費用、補償な

ど。(電 話代、けん引代、レンタカー代、旅費、積荷、休車によ

る損失の補償など)

3.お客様にお守りいただく事項

次 に示す事項は、保証修理を受けるためのお客様の義務として必ず

守ってください。

① 取扱説明書に示す取扱方法および仕様に従った正しい取り扱レ・。

② 日常点検の実施。

③ 法令および弊社が指定する点検整備の実施。

④ メンテナンスノートに示す定期交換部品の指定どおりの交換。

⑤ 定期点検整備の実施を示す、メンテナンスノート 「定期点検整備

記録簿」を保持すること。

4.保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合はお車とこのメンテナンスノー トをお買い

あげのスズキ販売店へお持ちいただき、保証修理をお申しつけくださ

い。メンテナンスノートを提示されない時は保証修理をお受けいたしか

ねます。

5.保証の発効

この保証書は、お買いあげのスズキ販売店が保証書登録票に必要事項を

記入、捺印後有効となります。

6.保証の継承

保証期間が残っている車をお買いあげの際は、ご購入後ただちに最寄 り

のスズキ販売店へお車とこのメンテナンスノー ト(保 証書登録票を含む)

をお持ちいただき、必要な点検(有 料)と 保証の継承手続きをお受けくだ

さい。これにより残りの期間を保証いたします。

7.保証の適用

この保証書は、日本国内で使用されているお車のみに適用いたします。

※この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとに無料修理

をお約束するものです。従って保証期間経過後に発生した不

具合については、この保証書に基づく保証修理の適用はあり

まぜん。ただし、保証期間経過後の不具合が、使用損耗ある

いは経時変化によるものではなく、供給者側の責任に起因す

る場合、その責任に応じて修理をいたしますので、こ不明な

点がありましたら、お買いあげのスズキ販売店(ま たはスズ

キニ輪代理店、お客様相談室)に ご相談ください。

畏饗響獺i離

※保証についてのお問い合わせは、61ペ ージをご覧ください。
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鱒鰯灘 繕翻 懸繊灘1灘麟灘…籔灘羅畿1鱒灘 麟灘
9本 書の肪 ・使い方

このメンテナンスノー トは、お車をベス トな状態に保つために必要 ●次のシンボルマークで示した所は重要ですので、しっかりお読みく

な点検整備について説明しています。 ださい。

よく読んでご理解いただき、お車の健康管理(点 検整備)の ための

灘 讃 活　 鍵 鯛欝1聯騨騨1
保証の内容と保証修理の受け方を説明しています。 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性があ

△ 注 意 る内容または物的損害の発生が予想される内
● 点検整備について 容を示しています。

点検整備の項目と時期、日常点検の方法や定期点検の内容を説明

しています・ 画アドバイス 欝 蕊 暴齪 盤 難1欝 タび

● 点検整備の記録について

■メンデナンスレコー ド

■定期点検整備記録簿

点検の結果と整備の概要を記録して、お車の維持管理にご活用

ください。

このメンテナンスノートは、スズキの50～125cm3ク ラスの全

ての車を対象に編集しています。従って機種によっては関係の

ない項昌、説明文や図が異なる項目もありますのでご了承くだ

さい。

a





繊鱒灘懸 灘購講鑛1轍欝灘灘鐡灘騨1灘灘
保 証1こつ い て1

お買い上げのお車に、材料上あるいは製造上の不具合が発生した場 ◆保証修理の受け方

灘 灘 義 修理させていただきますOただし輔 は登録した日 蒙暮纂 編 毒監 塞繍 鳶1締 ンスノート)

保証の範囲や条件など・詳しい内容につきましては保証書に記載し ◆点検整備は怠 りなく

てありますので・必ずお読みください・ メンテナンスノ_ト に記載してある各種点検は安全.快 適に

ご使用いただくための必要最小限の点検です。この点検を

◆消耗部品の交換は実費をいただきます。 怠ったり、不適当な取扱いなどが起因して不具合が発生した

ブレーキパッド、プレーキシュー、タイヤ、エアクリーナエレメ 場合、また次のことが守られていない場合は・保証修理いた

ント、フユーエルフィルタ、オイルクリーナエレメント、スパー しませんのでご承知ください。

クプラグ、ドライブチェーン、ドライブVベ ル ト、クラッチプ

レー ト、モータのブラシ、ヒューズ、電球類、ガスケット、ゴム1・ 取扱説明書に示す取扱い方法に従った正しい使用

類、その他これに類する物2.日 常点検の実施
3.法 令及びスズキが指定する定期点検の実施

◆油脂類の補充、交換は実費をいただきます。4.本 書に示す定期交換部品の指示通りの交換

工ンジンオイル、ミッションオイル、冷却水、ブレーキ液 ガソ5.本 書の保持、提示

リン、バッテリ液、潤滑油、その他これに類する物6.不 正改造車

◆別扱いとなる保証修理 、

タイヤ、チューブ、バッテリはその部品メーカーの定めた基準に

よって、その部品メーカーが保証いたします。これらの部品に不

具合が発生した場合は、お買い上げのスズキ販売店にご相談くだ

さい。
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魏灘 購翻 鶴…騒i麟灘 灘 鑛翻麟籔繍 翻灘1灘

◆保証書の再発行 ◆リコールについてのお願い

鋸誓r羅搬 簿灘 講 摯雛 蹴 ピ議 認 難鵡艦礫幕鰹 を未然に防磯
た上で、お車が保証期間内であれば保証書を再発行(有 料)い た 車の構造、装置、性能等が、安全 ・公害防止の規定(保 安基準)

します。お買い上げいただいたスズキ販売店またはスズキ代理店 に適合しなくなるおそれがある場合、その旨を国土交通省に届け

(保証の継承手続きをお受けになったお客様は、保証の継承手続 出て、無料で修理を行うものです。

きを行なったスズキ代理店)へ ご相談ください。ただし、保証書 なお保安基準にかかわらない場合でも、対応の必要性があると判

の再発行を申し出たお客様が、保証書の発行をお受けになったお 断した場合には、 「改善対策」や 「サービスキャンペーン」を行

客様であることが確認できない場合 、あるいは、はじめから保証 います。弊社が万一リコール等を実施した時は、安全確保のため

書が発行されていなかった場合やお車の履歴が不明な場合など ご協力くださるようお願いいたします。

は、保証書の再発行をいたしません。

〈改善対策〉

保安基準に関わらない場合でも、弊社が安全確保 ・公害防止の観

点から必要と判断した場合、お客様にご連絡し、責任をもって無

料で修理いたします。

〈サービスキャンペーン〉

品質改善等の観点から、弊社が必要と判断した場合、お客様にご
'連 絡し

、責任をもって無料で修理いたします。
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車の保証

保証についてQ&A

回 保証修理はどこで受けられますか?回 軌 瓢 する胎 は?

A本 書(メ ンテナンスノート)と お車をお持ちになり、お買いAお 車の保守管理状態を正しく伝えるため、本書と取扱説明書

上げのスズキ販売店へお申し付けください。 をお車と共にお渡しください。

所有者変更の手続きが必要です。スズキ販売店もしくは、居

回 どんな故障でも無料で修理が受けられますか?住 地の役所へお尋ねください・

AI膿 薦 騨 の不具合があ胤 た場合に限り保言正修 回保r正鯛 力轍 ・、る車を入手した場合は・

.A ,お近くのスズキ販売店へお車と本書をお持ちになり、保証書

回 保証修理はいつから、いつまで受けられますか?登 録票の変更手続きと必要な点検整備(有 料)を 受けてくだ

A.榊 を登鍬 甜)し た日から2年間です。 さい・これにより・残りの保調 閤茄 効となります・

回 定期点検をしてな、、が保証修理は受けられますか,回1騨 間が終了して・'ても 「リ・一ル」は無償で受けられますか・

A.轄 に讃 され碇 翻 舗 纏 備1よ 安全にご嗣 眈 だ 艦 ちうん受けられます・

くために必要な点検です。 イ ー.一 一 一..….一一 一.一 一 一...一 、

これらの定期点検整備を実施されなかったり(定 期点検整備1リ コールとは、通常の使用状態において車の構造等が道路1

記録簿の不備、未記入を含む)、 不適当な取扱いなどに起因1運 送車両法の保安基準に適合しなくなるおそれがある場合1

する不具合は保証修理いたしません。.に 、法律に基づき無料で回収修理を行うものです。
弊社が万一、リコールを実施したときは、安全確保のため:

回 部品の取付けや改造をしているか・保証修理は受けられますか・Lご 協力・ださるよ・お願・堕 墜 ..l

A法 令または弊社が認めていない改造を行った車は、保証の適

用を除外されます。不正改造を行うと安全性が低下して重大

な事故や故障の原因となったり、他の人の迷惑となります。

法令により禁止されていますので絶対にしないでください。
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メンテナンスレコー ド

法令に準じた日常点検、定期点検及びスズキが指定する点検整備を

実施しなかったことに起因する不具合は保証修理いたしません。

定期点検の記録

定期点検を実施した場合は、定期点検整備記録簿への記入と

定期点検.1年 目1年 点検2年 目1年 点検

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km
一一一一 一 ・一 一十一一一一一..一 _一.『...一一一.

実 施 者

(サ ー ビ ス 工 場)I
I

定 期 点 検3年 目2年 点 検4年 目1年 点 検

実 施 日/走 行 距 離:年 月 日/km年 月 日/km
一一一一一 一一一 一一一斗一. 』...一.』.一 一..國....._.一 一一 、._』_一_』

実 施 者

(サ ー ビ ス 工 場 プ
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鐵 灘 灘i灘1灘1懸鑛灘難灘鑛灘灘 欝難鍵灘難
定期点検5年 目2年 点検6年 目1年 点検

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

実施者

(サービス工場)

9
定期点検7年 目2年 点検8年 目1年 点検

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

実施者

(サービス工場)

定期点検9年 目2年 点検10年 目1年 点検

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

実施者

(サービス工場)
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1㍉ 「 賦 ,芝 囁㌦ ,罎 内,1、 ・囁・亭 絹 砥 ・∫:1・ ＼ ン'㍗,:..ヒ,メ ン テ ナ ン ス レ コ ー ド

臨 時 整 備 の 記 録

臨時整備の記録を記入 してください。

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

実施日/走行距酔 一 月 日/km年 月 日/
一km

整備の内容

一1_

整備を実施した者

の氏名及び住所

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月Eヨ/km

整備を実施した者

の氏名及び住所

9



鍵鍵讐 灘鰯灘灘 麟麟1灘轟擁蕪蕪礫 顧 灘論纏雛

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

整備の内容

整備を実施した者

の氏名及び住所

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

整備の内容

整備を実施した者

の氏名及び住所

実施日/走行距離 年 月 日/km年 月 日/km

整備の内容

整備を実施した者

の氏名及び住所

10



ロ バ 　　げ　 ぶあ

_灘 灘.離 灘_載 一、 一 譲 、 。.,.___

定期交換部品、消耗部品交換の記録 ※交換部品欄にX印を付けてくださし、。

実施年月日8/9/3//////////////////////

走行 距離(km)16,朽5

プ レーキ液 ×

鼎 錨 ㌍ 、、 ■
嬰 プレーキケづ ル播

冷却水

品 ミ ッションオイル

エンジンオイル ×

オイルクリーナエ レメン ト ×

プレーキパッ ド 前 ×

プレーキシュー 後 ×

前タ
イヤ

消 後

耗 チェーン、スプロケ ッ ト

警 スパークプラグ
ロロ

な バッテリ
ど

麗
11



灘写　 穰騒 礁

1灘 鑛灘難鱗灘灘灘 雛灘懸

※交換部品欄に×印を付けてください。

実施年月 日////////////////////////

走行 距離(km)

プ レーキ液

D マスタシリンダカップ

定 キャリパピス トンシール

嬰 ブレーキケーブル

盗 冷却水
品 ミッションオイル

エンジンオイル

オイルクリーナエ レメン ト

プレーキパッ ド 前

プレーキシュー 後

前
タイヤ

消 後耗 チ
ェーン、スプロケッ ト

聾 スパークプラグ
ロロ

な バッテリ
ど

12



メンテナンスレコー ド

メーカー指定定期点検の記録 【点検{ゾ[交換1×i修 理1△ 陶 整AI締 付lTl清 掃lcl給 油!LI

実施年月日08/5/7E////…//1//{////1//////

走行 距離(km)16,155i!…

実 施者 鈴木15…1[i

雛 響 ⊥ 昌一・L⊥ 一一.…レ...レ….ll.ヨ.一

シ ビ ア コ ン デ ィ シ ョ ン 時 の メ ー カ ー 指 定 定 期 点 検 の 記 録

実施年月日08/5/7・//2//1//////・////…////

走行距離(km)16,155、ll

実施者 鈴木 ・ll{1

鑑 壷議霧響議.⊥ ± 一コー=コ ニ… 享.二 と・二 に一 卜+….L・ 二

1繁繕 窯臣 三1二1巨幸 斐ゴニ1⊥巨至i巨 ⊥illl芝三1
唾亟鋼

/3



点検整備にっいて、

◎ 点検整備 はお客様の責任で す。 点検整備のお勉強

点検整備は、車の大切な健康管理1_.
ゐ ゐ

安心 してお乗 りいただくためには、定期的な点検整備は欠 かせま 一1ε ・ 　

せん。.・ 、 艶/
'17

多くの部品の集まりである車は走るにつれて、そして時閤の経過と

ともに・部品の靴 や蝋 髄 み範 ・日常点樽 翻 点蟄 この 車は多 くの音β位でオイルや液類を使ってし、ます
。1礁 をチ

・ツ2す るととも匹論 後どう変わ・てし'くかも予測して エンジン
、トランスミ。シ。ン、ラジエータなどに使われ腰 な騨 を行駄 きな ト

フフルや余分拙 甦 嚇 依 の点検ま るオイル禰 ま譲 置の潤滑論 却 錆防止の役割を果た

での安心を提供します・ し
、車の基本性能の維持に努めています。 「人の血液」は

肺や腎臓できれいになって、また身体中を循環しますが、

車のオイルなどの汚れは、元に戻らないので定期点検の時1

期やメー力詣 定時期には備 充や交換を行う腰 があり諭

ま す 。

必ず確認してね1愈

・主財 イル腋 類 拶

鷹 裂 翼 ・ 窒雲6/
1④ 冷却水_・1睾

⑤バツテリ液など 四1

,＼,Oo∵
.」
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点検整備について

ー一 思 わ ぬ

口 ・ ア ク シ デ ン ト!

・『…ll

起 き てか らで は

..墨二一一 遅 し、!

ホースやシールの材料にはゴムが使用されてし、ます。 ・・ 灘 点検あなた

古くなった輪ゴムは 、モロくて切れやすくな ります。圧力 琶 瑞 臨 一 一

を伝えるブレーキホースや常に高温にさらされる冷却水

ホースもゴムで出来ています。伸びの具合や亀裂の状態な

どをチェックし 、次の点検 までもちそうにない物は新品に 車 には擦 り減 ってい く部品が多 くあ ります。

交換することで、不意のアクシデン トをシャッ トアウ トで 消しゴムのように・我が身を擦 り減らしてその役割を果た

きます。次の点検までの安心を提供します。 している部品があ ります。タイヤ 、ブ レーキパ ッ ド、ク

、 ラッチブレー トなどがそうです。それらをなくなるまで使

壁 ㌍ ム音陽 一...　 …. … 、 うことは 「事故」に結びつくこと硫 るので淀 翻 な点

脇ll≡1力 ・プ 藩 ④⑤.検 整備　 寺に　旨④燃料ホース
_..ノ:…

⑤冷却水ホース 四 「i● 主な摩 耗部品

:⑥ドライブvベルトなど 一 ・・ ……1霧 喜ピ±期f一 一… 誌 「 一… ……..1

L.旧 …..一 ∴6 .一 一..ll鶏ll茎 ・一・ ・ 顔 …1
…I
i＼05、

① ②.④

IS



翫 諭 転 灘 蕪 賑難 議饗 聾 霧灘 響 一 ・編隷難 讃灘 欝 蟻

法令に準じた点検整備

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくため、法令

に準じて日常点検と定期点検を必ず実施してください。

1.日 常点検

安全快適にご使用いただくために法令に準じて、日常の車の使用

状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。

点検時期の目安としては、長距離走行前や洗車時、給油時などに

実施してください。点検の方法 ・点検要領については、25ページ

難 をご覧くださし㌔

2.定 期点検

車を使用する人自身の責任において定期的に行う点検整備です。

二輪車については1年点検と2年点検があります。

点検内容は、30ページの 「定期点検の解説」をご覧ください。

点検結果は、7ページの 「定期点検の記録」と 「定期点検整備記録

簿」に記入し(37ペ ージ参照)、 車に備え付けておいてください。

●使用期間に応じた点検項目については、22ページの 「点検整備

方式」をご参照ください。

●距離加味点検項目
"距離加味点検項目"に ついては

、前回の点検からの走行が

1,500km以 下の場合は、点検を省略できます。ただし、点検

を実施しない場合、次回は必ず点検を実施しなければなりま

せん。
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灘繕 麹麟獺灘雛欝懸灘麟難難1翻1灘 繊.欝翻lll灘
ス ズ キ が 指 定 す る 点 検 整 備(メ ー カ ー 指 定 点 検)

1.初 期(1か 月)点 検2.メ ーカー指定定期点検

・ 登録または届出から1か月または1 ,000km走 行時点に行う点検 法令に準じた定期点検項目の他に、スズキが指定する定期点検項

整備です。 目があります。所定の時期になりましたら、同時に実施してくださ

お買い上げのスズキ販売店が無料で実施します。初期の点検整 い。(22ペ ージの 「点検整備方式」をご参照ください。)

備が車の寿命に影響しますので重要です。

・オイル代、部品代及びその交換工賃などは実費をいただきます。 ●シビアコンディション時の点検整備
・有効期間を過ぎると有料となります。 一般的な使われ方より激しい状態(シ ビアコンディション状態)

有効期間:登 録日から50日 以内 で車が使われた場合・部品の劣化が通常よりも著しく進行するこ

:麟 灘 鷲 畿 提示くださ桃 鵜 撫 し・繍 方の場樋 常より早めに点麟 礁
を行ってください。

シビアコンディションに該当する点検項 目、点検時期について

は 、22ペ ージの 「点検整備方式」をご参照ください。

シビアコンデ ィション条件

●悪路(凹 凸 、未舗装路)の 走行が多い

A・ 全走行の30%以 上 を占める
。

●走行距離が多い
B ・3

,000kmj以 上/6か 月

●山道 、登降坂路の走行が多い

C・ 全走行の30%以 上 を占める。

・登 り下りが多く、ブレーキ使用が多い。
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